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島根県県税条例の一部を改正する条例 (税 務 課)
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◇�������	��������� (条例第��号)

� 条例の概要

� 狩猟者登録税と入猟税を統合し､ 新たな目的税である狩猟税を創設することとした｡

ア オの�の減免の権限は､ 支庁長等に委任しないこととした｡ (第�条関係)

イ 課税地は､ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第��条第�項の規定により狩猟者の登録を受け

る場所の所在地とした｡ (第	条関係)

ウ 賦課期日は､ 狩猟者の登録を受ける日とした｡ (第
�条関係)

エ 徴収は､ 証紙徴収の方法によることとした｡ (第
�条関係)

オ 次のいずれかに該当する者については､ 減免できることとした｡ (第
�条関係)

� 天災その他これに類する災害を受けた者

� 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者

� その他知事が特別の事情があると認める者

� 軽油引取税に係る改正 (第	条関係)

不正軽油を製造した者等が軽油引取税の連帯納税義務を負う場合の課税地は､ 当該不正軽油を製造する

行為が行われた場所の所在地とした｡

� 県民税株式等譲渡所得割に係る改正 (第��条の	関係)

特定口座の取扱者の範囲に､ 銀行､ 協同組織金融機関又は登録金融機関を加えることとした｡

� 不動産取得税に係る改正 (第��条関係)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備事業に伴い施行者が取

得した不動産について､ 徴収猶予を受けようとする場合には申告しなければならないこととした｡

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年	月�日から施行することとした｡ ただし､ �の�は､ 平成��年月�日から施行することとし

た｡
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島 根 県 報
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島根県県税条例の一部を改正する条例をここに公布する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

島根県県税条例の一部を改正する条例

島根県県税条例 (昭和��年島根県条例第��号) の一部を次のように改正する｡

目次中 ｢第�節 狩猟者登録税 (第��条―第��条) ｣ を ｢第�節 削除｣ に､

｢第�節 入猟税 (第	�条) ｣ を ｢第�節 狩猟税 (第	�条―第	�条) ｣ に､

｢ (第	
条・第	�条) ｣ を ｢ (第	�条・第	�条) ｣ に改める｡

第�条第�項第�号中 ｢､ 第��条第�号｣ を削り､ ｢又は第	�条第号｣ を ｢､

第	�条第号又は第	�条第�号｣ に改める｡

第�条第�項の表狩猟者登録税の項を削り､ 同表軽油引取税の項中 ｢若しくは

事業所｣ の次に ｢ (法第	��条の�の第項において事業所等とみなされるも

のを含む｡ ) ｣ を加え､ 同表に次のように加える｡

第��条の�中 ｢証券業者｣ を ｢証券業者等｣ に改め､ ｢租税特別措置法｣ の次

に ｢ (昭和�
年法律第
�号) ｣ を加える｡

第
�条第項中 ｢及び第��項｣ を ｢､ 第��項及び第�
項｣ に改める｡

第��条第�項中 ｢第	
条｣ を ｢第	�条｣ に､ ｢同条第�項第�号｣ を ｢同条第

�項｣ に改める｡

第��条第�項第��号中 ｢第��条第�項｣ を ｢第��条第�項｣ に改める｡

第章第�節を次のように改める｡

号外第�
号 平成��年�月��日(
)

狩猟税

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 (平成��年

法律第��号) 第��条第�項の規定により狩猟者の登録

を受ける場所の所在地



島 根 県 報

��� 削除

��������	�
� 削除

｢第�節 入猟税｣ を ｢第�節 狩猟税｣ に改める｡

第��条 (見出しを含む｡ ) 中 ｢入猟税｣ を ｢狩猟税｣ に改める｡

第��条を第��条とし､ 第��条を第��条とし､ 第�章第�節中第��条の次に次の

�条を加える｡

(狩猟税の徴収の方法)

��� 狩猟税の徴収は､ 証紙徴収の方法による｡

(狩猟税の減免)

���� 知事は､ 次の各号のいずれかに該当する者については､ その者が知事が

定める期限までに申請した場合には､ 狩猟税を減免することができる｡

� 天災その他これに類する災害を受けた者

� 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者

� その他知事が特別の事情があると認める者

� �

(施行期日)

	 この条例は､ 平成�
年�月	日から施行する｡ ただし､ 第�条第	項の表軽

油引取税の項の改正規定は､ 平成�
年�月	日から施行する｡

(狩猟者登録税に関する経過措置)

� この条例の施行の日 (以下 ｢施行日｣ という｡ ) 前に狩猟者の登録を受けた

者に対して課する狩猟者登録税については､ なお従前の例による｡

(狩猟税に関する経過措置)

� この条例による改正後の島根県県税条例 (以下 ｢新条例｣ という｡ ) の規定

中狩猟税に関する部分は､ 施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課す

べき狩猟税について適用する｡

(入猟税に関する経過措置)

� 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については､ なお

従前の例による｡

号外第
�号 平成�
年�月��日 (�)



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 ����	円

(送料共)

島 根 県 報

(軽油引取税に関する経過措置)


 新条例第�条第�項 (軽油引取税に係る部分に限る｡ ) の規定は､ 平成��年

�月�日以後に製造された軽油の販売､ 消費又は譲渡に対して課する軽油引取

税について適用する｡

(不動産取得税に関する経過措置)

� 新条例第��条第項の規定は､ 施行日以後の不動産の取得に対して課すべき

不動産取得税について適用し､ 施行日前の不動産の取得に対して課する不動産

取得税については､ なお従前の例による｡

号外第��号 平成��年�月��日(�)


